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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公開番号】特開2010-52389(P2010-52389A)
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【手続補正書】
【提出日】平成23年7月6日(2011.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２枚の熱可塑性樹脂製の板部の間に熱可塑性樹脂発泡成形体が介在しているとともに、
前記２枚の板部の端部同士が溶着されている積層板であって、
　前記２枚の熱可塑性樹脂製の板部のうちの一方の板部と、前記熱可塑性樹脂発泡成形体
との間に、金属板が前記熱可塑性樹脂発泡成形体の外面の一部を覆うように介在している
ことを特徴とする積層板。
【請求項２】
　前記２枚の板部の間に補強部材を介在させたことを特徴とする請求項１に記載の積層板
。
【請求項３】
　前記補強部材として、金属製の異形押出し成形品、合成樹脂製の異形押出し成形品若し
くはプレス成形品のうちの少なくとも１つが用いられていることを特徴とする請求項２に
記載の積層板。
【請求項４】
　前記２枚の板部は、厚さがそれぞれ異なっていることを特徴とする請求項１～３のうち
いずれか１項に記載の積層板。
【請求項５】
　前記２枚の板部は、ポリプロピレン樹脂に充填材とガラス長繊維の少なくとも一方を配
合した素材で形成されており、２枚の板部は、前記充填材の種類、充填材の配合分量、ガ
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ラス長繊維の長さ、ガラス長繊維の配合分量のうちの少なくとも１つが異なっていること
を特徴とする請求項１～４のうちいずれか１項に記載の積層板。
【請求項６】
　前記板部の外面に、被覆材で覆われた被覆部が形成されていることを特徴とする請求項
１～５のうちいずれか１項に記載の積層板。
【請求項７】
　前記積層板の前記金属板が配置されている部位の外面に取付部材が取り付けられている
ことを特徴とする請求項１～６のうちいずれか１項に記載の積層板。
【請求項８】
　予め所定の厚さに均一に成形してある２枚の熱可塑性樹脂板を加熱軟化させる第１の工
程と、
　加熱軟化させた前記２枚の熱可塑性樹脂板のうちの一方を、キャビティーを有する上下
に配置した一対の金型のうちの下方の金型に配置させる第２の工程と、
　前記下方の金型に配置させた一方の熱可塑性樹脂板の所定の位置に熱可塑性樹脂発泡成
形体を配置させる第３の工程と、
　加熱軟化させた他方の熱可塑性樹脂板を、所定の位置に配置した前記熱可塑性樹脂発泡
成形体および前記金属板の上面に配置させる第４の工程と、
　上下に配置した前記一対の金型を型締めすることで前記一対の金型間に配置した前記２
枚の熱可塑性樹脂板と前記２枚の熱可塑性樹脂板の間に配置した前記熱可塑性樹脂発泡成
形体とを溶着し、かつ前記２枚の熱可塑性樹脂板の周縁部同士を溶着しながら当該溶着し
た周縁部の外周を切り離し、熱可塑性樹脂発泡成形体入り積層部材を形成する第５の工程
と、
　前記熱可塑性樹脂発泡成形体入り積層部材の内部に圧縮空気を注入し、型締めした前記
一対の金型の細部に至るまで前記熱可塑性樹脂発泡成形体入り積層部材を賦形させて熱可
塑性樹脂発泡成形体入り中空積層板とする第６の工程と、
　前記熱可塑性樹脂発泡成形体入り中空積層板を金型から取り出す第７の工程と、
　を有する積層板の製造方法であって、
　前記第３の工程では、前記熱可塑性樹脂発泡成形体の上面と下面のうち少なくとも一方
の面の一部を覆うように金属板を配置させていることを特徴とする積層板の製造方法。
【請求項９】
　前記第２の工程では、前記一方の熱可塑性樹脂板を前記下方の金型に真空吸引させなが
ら当該下方の金型の内面形状に真空賦形させており、
　前記第５の工程では、前記下方の金型を真空吸引させながら型締めしており、
　前記第６の工程では、前記下方の金型内を真空吸引しながら、前記熱可塑性樹脂発泡成
形体入り積層部材の内部に圧縮空気を注入していることを特徴とする請求項８に記載の積
層板の製造方法。
【請求項１０】
　前記第５の工程では、前記他方の熱可塑性樹脂板を前記上方の金型に真空吸引させなが
ら当該上方の金型の内面形状に真空賦形させており、
　前記第６の工程では、前記上方の金型内を真空吸引しながら、前記熱可塑性樹脂発泡成
形体入り積層部材の内部に圧縮空気を注入していることを特徴とする請求項８または請求
項９に記載の積層板の製造方法。
【請求項１１】
　前記第３の工程では、前記一方の熱可塑性樹脂板の所定の位置に前記熱可塑性樹脂発泡
成形体とともに補強部材を配置させることを特徴とする請求項８～１０のうちいずれか１
項に記載の積層板の製造方法。
【請求項１２】
　前記第２の工程では、前記下方の金型と前記一方の熱可塑性樹脂板との間に一方側被覆
素材を介在させていることを特徴とする請求項８～１１のうちいずれか１項に記載の積層
板の製造方法。
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【請求項１３】
　前記第５の工程では、加熱軟化させた他方の熱可塑性樹脂板を、所定の位置に配置した
、前記熱可塑性樹脂発泡成形体および前記金属板の上面に配置した後、前記加熱軟化させ
た他方の熱可塑性樹脂板の上面に他方側被覆素材を配置したことを特徴とする請求項８～
１２のうちいずれか１項に記載の積層板の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５のうちいずれか１項に記載の積層板において、
前記板部の外面に、被覆材で覆われた被覆部が形成されていることを特徴とする。
　また、請求項７に記載の発明は、請求項１～６のうちいずれか１項に記載の積層板にお
いて、前記積層板の前記金属板が配置されている部位の外面に取付部材が取り付けられて
いることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　請求項８に記載の発明は、予め所定の厚さに均一に成形してある２枚の熱可塑性樹脂板
を加熱軟化させる第１の工程と、加熱軟化させた前記２枚の熱可塑性樹脂板のうちの一方
を、キャビティーを有する上下に配置した一対の金型のうちの下方の金型に配置させる第
２の工程と、前記下方の金型に配置させた一方の熱可塑性樹脂板の所定の位置に熱可塑性
樹脂発泡成形体を配置させる第３の工程と、加熱軟化させた他方の熱可塑性樹脂板を、所
定の位置に配置した前記熱可塑性樹脂発泡成形体および前記金属板の上面に配置させる第
４の工程と、上下に配置した前記一対の金型を型締めすることで前記一対の金型間に配置
した前記２枚の熱可塑性樹脂板と前記２枚の熱可塑性樹脂板の間に配置した前記熱可塑性
樹脂発泡成形体とを溶着し、かつ前記２枚の熱可塑性樹脂板の周縁部同士を溶着しながら
当該溶着した周縁部の外周を切り離し、熱可塑性樹脂発泡成形体入り積層部材を形成する
第５の工程と、前記熱可塑性樹脂発泡成形体入り積層部材の内部に圧縮空気を注入し、型
締めした前記一対の金型の細部に至るまで前記熱可塑性樹脂発泡成形体入り積層部材を賦
形させて熱可塑性樹脂発泡成形体入り中空積層板とする第６の工程と、前記熱可塑性樹脂
発泡成形体入り中空積層板を金型から取り出す第７の工程と、を有する積層板の製造方法
であって、前記第３の工程では、前記熱可塑性樹脂発泡成形体の上面と下面のうち少なく
とも一方の面の一部を覆うように金属板を配置させていることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の積層板の製造方法において、前記第２の工
程では、前記一方の熱可塑性樹脂板を前記下方の金型に真空吸引させながら当該下方の金
型の内面形状に真空賦形させており、前記第５の工程では、前記下方の金型を真空吸引さ
せながら型締めしており、前記第６の工程では、前記下方の金型内を真空吸引しながら、
前記熱可塑性樹脂発泡成形体入り積層部材の内部に圧縮空気を注入していることを特徴と
する。



(4) JP 2010-52389 A5 2011.8.18

【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　請求項１０に記載の発明は、請求項８または請求項９に記載の積層板の製造方法におい
て、前記第５の工程では、前記他方の熱可塑性樹脂板を前記上方の金型に真空吸引させな
がら当該上方の金型の内面形状に真空賦形させており、前記第６の工程では、前記上方の
金型内を真空吸引しながら、前記熱可塑性樹脂発泡成形体入り積層部材の内部に圧縮空気
を注入していることを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　請求項１１に記載の発明は、請求項８～１０のうちいずれか１項に記載の積層板の製造
方法において、前記第３の工程では、前記一方の熱可塑性樹脂板の所定の位置に前記熱可
塑性樹脂発泡成形体とともに補強部材を配置させることを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項１２に記載の発明は、請求項８～１１のうちいずれか１項に記載の積層板の製造
方法において、前記第２の工程では、前記下方の金型と前記一方の熱可塑性樹脂板との間
に一方側被覆素材を介在させていることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　請求項１３に記載の発明は、請求項８～１２のうちいずれか１項に記載の積層板の製造
方法において、前記第５の工程では、加熱軟化させた他方の熱可塑性樹脂板を、所定の位
置に配置した、前記熱可塑性樹脂発泡成形体および前記金属板の上面に配置した後、前記
加熱軟化させた他方の熱可塑性樹脂板の上面に他方側被覆素材を配置したことを特徴とす
る。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　請求項１または請求項７に記載の発明によれば、２枚の熱可塑性樹脂製の板部のうちの
一方の板部と、熱可塑性樹脂発泡成形体との間に、金属板を熱可塑性樹脂発泡成形体の外
面の一部を覆うように介在させることで、重量の増加を抑制しつつ取付部品を取り付ける
ことのできる積層板を得ることができる。
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【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　請求項８に記載の発明によれば、熱可塑性樹脂発泡成形体の上面と下面のうち少なくと
も一方の面の一部を覆うように金属板を配置させて積層板を成形することで、当該積層板
の金属板が配置されている部位の外面に取付部材を取り付けることができるようになる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　請求項９に記載の発明によれば、一方の熱可塑性樹脂板を下方の金型に真空吸引させな
がら当該下方の金型の内面形状に真空賦形させ、さらに、圧縮空気を注入することにより
積層板を成形しているため、金型内面の形状をより正確に賦形させた積層板を成形できる
。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　請求項１０に記載の発明によれば、他方の熱可塑性樹脂板を上方の金型に真空吸引させ
ながら当該上方の金型の内面形状に真空賦形させ、さらに、圧縮空気を注入することによ
り積層板を成形しているため、金型内面の形状をより正確に賦形させた積層板を成形でき
る。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　請求項１１に記載の発明によれば、熱可塑性樹脂発泡成形体とともに補強部材を前記２
枚の熱可塑性樹脂板の間に介在させることで、積層板の剛性をより一層高めることができ
る。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　請求項１２に記載の発明によれば、下方の金型と一方の熱可塑性樹脂板との間に一方側
被覆素材を介在させることで、積層板の一方の外面が被覆され、積層板の意匠性を向上さ
せることができる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　請求項１３に記載の発明によれば、他方の熱可塑性樹脂板の上面に他方側被覆素材を配
置したことにより、積層板の他方の外面が被覆され、積層板の意匠性を向上させることが
できる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　具体的には、本体部１４は、裏面側板部（一方の板部）１６と、表面側板部（他方の板
部）１７と、を備えており、これら裏面側板部１６および表面側板部１７との間に、当該
裏面側板部１６および表面側板部１７を支持する発泡樹脂（熱可塑性樹脂発泡成形体）１
５が介在している。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　また、フロアボード１０には、表面側板部１７の表面（外面）１７ａに不織布（被覆材
）１８を貼り合わせることで、本体部１４の表面１４ａ側を被覆した被覆部１９が形成さ
れている。なお、被覆部は、裏面側板部１６の裏面（外面）側に設けてもよいし、表裏面
側板部１７，１６それぞれに設けてもよい。また、被覆部を設けなくてもよい。そして、
被覆材として織布、オレフィン系樹脂フィルム、ポリオレフィンフォームなど様々なもの
を用いることができる。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
（第５の工程）
　次に、上型３１および下型３２をそれぞれ真空吸引させながら型締めすることで、発泡
樹脂１５およびリインフォース２０の上方に配置した不織布素材２６および表面側シート
素材２５を上型３１に真空吸引させながら上型３１の内面３１ａの形状に真空賦形させる
。同時に、上型３１と下型３２との間に配置した表面側シート素材２５および裏面側シー
ト素材２４と、これら表面側シート素材２５と裏面側シート素材２４との間に介在するよ
うに配置した発泡樹脂１５、リインフォース２０を溶着固定し、かつ表面側シート素材２
５および裏面側シート素材２４の周縁部同士を溶着しながら、上型３１に設けられた切断
刃３１ｂによって当該溶着した周縁部の外周を切り離し、熱可塑性樹脂発泡成形体入り積
層部材３４を形成する。さらに、本実施形態では、裏面側シート素材２４および表面側シ
ート素材２５の溶着部に不織布素材２６の周縁部も溶着させると同時に上型３１に設けら
れた切断刃３１ｂによって不織布素材２６の周縁部外周も切り離される。
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